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資料１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和２年度実施方針
令和２年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和３年度実施方針 目標値根拠等

地域たすけあい
相談員（ＣＳ
Ｗ）の配置

地域福祉課、
社協

３人 ４人

○3名の配置を支援する。
◎地域課題の解決方法を地域へ提案し、全地域に
配置ができるよう地区に働きかけていく。また、
地域で相談会を設けられるよう協力を求めてい
く。

◎区長会にて、まちづくり協議会を始めとする地域活
動の支援等、地域支援と併行し、近隣トラブルに関す
る個別相談に応じる等、多岐にわたる活動を展開し
た。
○指定管理の中でＣＳＷの配置を仕様に定め、社会福
祉協議会に３名の配置を行った。

◎コロナ禍で集まることが難しい市民活動やつどいの
場活動を支援できるよう、ITの活用や紙面上の交流な
どを検討しながら、併せて個別相談の周知も行ってい
く。
○引き続き指定管理の中で３名を配置する。

３圏域に各１人＋
統括１人

福祉まちづくり
協議会設置

社協 ３地区 ５地区
◎生活体制整備事業と連携し、包括的に助け合い
を推進できるよう調整する。

◎令和元年度までの３地区に加え、令和２年度新たに
岩崎台区でのまちづくり協議会設置に向けた支援を生
活支援コーディネーターと連携して行った。
また、日生東山園自治会において検討がなされてお
り、継続して適切な支援を行っていく。

◎生活体制整備事業の施策もふまえ、包括的に助け合
いを推進できるよう調整する。

生活支援コー
ディネーターの
配置人数

地域福祉課 ５人 ５人
○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏
域）３名の配置を継続する。

○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏域）
３名を継続配置した。

○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏域）
３名の配置を継続する。

３圏域２層３人＋
１層２人

地域たすけあい
会議の設置

地域福祉課、
社協

０か所 ３カ所
●生活体制整備事業と連携し、包括的に助け合い
を推進できるよう調整する。

◎福祉まちづくり協議会設置事業や生活支援体制整備
事業との関連性、役割分担等を総合的に検討段階。
○他の自治体における地域福祉組織について調査研究
を行った。

◎引き続き、福祉まちづくり協議会設置事業と生活体
制整備事業をふまえ、既存の地域活動を尊重した連携
を検討する。
○地域たすけあい会議の設置に向け、地域で活動する
団体の連携状況についての調査を検討する。

第２層協議体の
実施
【後期より】

地域福祉課 ３回 １２回 〇３圏域各年３回以上実施する。 ○第２層協議体を３圏域各2回ずつ実施した。 〇3圏域各3回程度実施する。 ３圏域×年４回

第１層協議体の
実施
【後期より】

地域福祉課、
社協

１回／年 ２回／年
〇メンバーを充実させ、年２回程度実施する。
●事務局である市担当課と連携し、対応する。

◎生活支援コーディネーターの定例会や３つの中圏域
で構成される２層協議体で出された課題に対し、適宜
講座、勉強会を実施した。
○第１層生活支援コーディネーターと連携して、第１
層協議体を開催する。

◎各所から寄せられた地域課題に沿った勉強会を適宜
企画・実施していく。
◎実情に合った協議体の設置を目指し、引き続き検討
する。
〇メンバーを充実させ、年２回程度実施する。

１圏域×年２回

a

【１】市内すべての地域をつなぐ横断組織の設置と活動の拡充
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資料１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和２年度実施方針
令和２年実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和３年度実施方針 目標値根拠等

支援調整会議の
開催

地域福祉課、
介護福祉課、
子育て支援
課、健康課、
生活安全課、
学校教育課、
収納課、社協

８回 １２回
〇引き続き生活困窮者自立支援事業支援調整会議
を開催し支援の充実を図る。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、書面会議
を１回開催した。

〇新型コロナ感染症予防対策を踏まえた、新たな調整
支援体制を検討する。
○新型コロナウイルス感染症の影響を注視しながら開
催方法を検討しつつ、生活困窮者自立支援事業支援調
整会議を開催し支援の充実を図る。

毎月１回

地域たすけあい
相談員（ＣＳ
Ｗ）による何で
も相談件数【後
期より】

社協 ２０４件／年 ４００件／年
◎地域福祉活動に取り組む団体の立ち上げ等の地
域支援や制度の狭間で苦しむ方の個別支援を行
う。

◎CSWの相談件数は地域に出向いた時間に比例する傾
向があり、令和２年度はコロナ感染予防で地域に出向
けなかったこともあり、相談件数は、同期間比較（４
月～１２月）で33％減となった。
◎コロナに関する相談が最も多く、コロナ禍で開催で
きないつどいの場に関する相談や、自粛生活で体力が
落ちてしまう地域住民を案ずる相談が多かった。

◎コロナ感染状況に速やかに対応し、地域に出向く方
法を考慮しながら、地域福祉活動に取り組む団体の立
ち上げ等の地域支援や制度の狭間で苦しむ方の個別支
援を行う。

１人１００件／年

生活困窮者等に
関する研修会開
催回数

社協 ５回／年 ５回／年

◎生活困窮者等の事業についての研修を通じて各
種団体や市民の意識を啓発し、支援の担い手の確
保を目指す。
◎市内の一般企業へ事業の周知行い、連携体制を
整備する。

◎新型コロナウイルス感染症の影響により、開催して
いない。

◎新型コロナ感染症予防対策を踏まえた、新たな調整
支援体制を検討する。

隔月

当事者交流会の
場づくり

地域福祉課、
社協

１０カ所 １３カ所
●民間支援団体や当事者と協議を行う中で、必要
に応じた支援体制の構築を目指す。

◎ 当事者が気軽に集まれ、おしゃべりできる交流の場
として、心に問題を抱えている方のためのフリース
ペース「すばる」、肢体不自由の方の子育てを支援す
るための「しゃべり場」を開催することで支援を行っ
た。
○介護者のつどい、認知症家族交流会、認知症カフェ
の運営や情報共有等を行った。

○民間支援団体や当事者と協議を行いながら、当事者
交流の場づくりや支援を継続していく。

２年１カ所増

生活困窮相談件
数

地域福祉課、
社協

３，８８７件 ５，８３０件
●引き続き、自立に向けた支援を実施。また、生
活困窮者自立支援事業を推進することにより、生
活保護を受給する前に就労できる環境を支援。

●コロナ禍における、就労環境の悪化により生活の維
持が困難となり、相談をされる方が急増した。
●相談件数3,212件（R2年12月末時点）
○生活困窮者自立支援事業として、新たに一時生活支
援事業を実施し、居所を失った生活困窮者に対し、一
時的な居所の提供を行った。

●国のコロナ関連対策に対応した適切な支援体制を維
持していく。
○引き続き、自立に向けた支援を実施。また、生活困
窮者自立支援事業として、新たに就労準備支援事業を
実施し、生活保護を受給する前に就労できる環境を支
援。

年約１０％増

a

【２】新たな要支援者層や困りごとを抱える人への支援
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認知症サポー
ター養成人数
【後期より】

地域福祉課、
社協

６，１４７人 ７，４００人
●講習会等に認知症サポーター養成講座を組み入
れる等しサポーター数の増加を目指す。

◎行政から業務委託を受ける「介護支援ボランティア
（おたっしゃボランティア）事業」において、活動希
望の人材に対し事前勉強会（登録説明会）の場で認知
症サポーター養成講座を実施。定期的な人材養成を計
画したが、コロナ禍で登録説明会が年４回開催予定の
所だったが開催は２回、さらに当該養成講座は１回実
施した。活動先となる福祉施設の受け入れが止まって
おり、積極的な募集ができなかった。また、希望者は
何人かいたがキャンセルの申出があった。
◎A型サポーター養成講座のフォローアップとして３
回実施。市に受講申し込みのあった方を受け入れる
等、市と連携し速やかに対応することができた。
○小中学校や民生委員、JA職員、一般市民向けに認知
症サポーター養成講座を開催し、約２９０人（年度末
見込）が修了した。
○認知症サポーターステップアップ講座を開催し、２
０人（見込）が修了した。

◎講習会等に認知症サポーター養成講座を組み入れる
等しサポーター数の増加を目指す。
○ 感染症予防対策を講じ、オンライン開催等工夫もし
ながら実施しサポーター数の増加を目指す。

年約２２０人増

まちの守り人養
成人数

地域福祉課、
社協

６１７人 ３，１１７人

◎福祉だよりに加え、養成講座ちらしを作成し、
周知に努める。
◎学校向け福祉実践教室紹介冊子を整理し、受講
校の増加を目指す。

◎コロナ禍ではあったが、令和３年１月現在、自治会
役員会や市内小中学校での福祉実践教室において、昨
年度を超える530名に対し養成講座を実施した。（R
元＝509名）
◎コロナ禍で、地域住民に対する周知に苦慮した。

◎福祉だよりやホームページ、養成講座ちらし等で周
知に努める。
◎学校向け福祉実践教室紹介冊子を整理し、受講校の
増加を目指す。
◎講義内容を振り返り、更なる充実を目指す。

５００人／年

精神保健ボラン
ティア養成人数

社協 １０３人 １５３人

◎福祉だよりに加え、養成講座周知ちらしを作成
し、周知に努める。
◎学校向け福祉実践教室紹介冊子を整理し、受講
校の増加を目指す。

◎精神保健ボランティア養成研修　８名参加
◎精神保健ボランティアステップアップ研修　１０名
参加

◎養成講座周知ちらしを作成し、周知に努める。 １０人／年

こども１１０番
登録戸数

学校教育課 ４９７戸 ５５０戸 〇ホームページや広報等を通じて啓発を行う。

○ 新規登録者のところへは学校から先生が直接出向
き、通学路こども１１０番の家として適切な場所であ
るかを確認した上で、子ども達の安全のための協力の
お願いをし、看板をお渡ししている。
○ 設置協力者を対象としたアンケートを実施し、利用
状況や意見を集計している。

〇ホームページや広報等を通じて啓発を行う。 年約１０戸増

やさしい手ネッ
ト登録者数

地域福祉課 ４８８人 ７００人
〇認知症サポーター養成講座や認知症高齢者等行
方不明捜索訓練時等で周知・登録の促進を図る。

○広報にっしんや認知症サポーター養成講座等の機会
に周知・登録の促進を図った。
○地域支援者登録者数４８０人
（メール配信２１６人、ファクス配信２６４人）
○令和２年度配信実績　９件

○広報にっしんや認知症サポーター養成講座、認知症
高齢者等行方不明捜索訓練時等で周知・登録の促進を
図る。

年約５０人増

避難所開設・
運営訓練実施回
数

防災交通課 １回／年 ２回／年
〇指定避難所２カ所で地域住民を対象とした避難
所開設・運営訓練の実施

○野方区、浅田区、梅森区の地域住民を対象とした避
難所開設・運営訓練を令和２年１１月８日に西小学
校、日進西中学校で実施。
●要援護者の避難所生活支援者向けサポートブック等
を活用し、避難所における要援護者への配慮を学ん
だ。

〇指定避難所２カ所で地域住民を対象とした避難所開
設・運営訓練の実施。

年２カ所

地域の自主防災
組織数

防災交通課 ３８団体 ３８団体
〇設立されていない区域に対して、自主防災組織
設立への支援を行う。

○新たな自主防災組織の設立はないが、既存の自主防
災組織への活動支援を行った。

〇既存の自主防災組織への活動支援を行うと共に、設
立されていない区域に対して、自主防災組織設立への
支援を行う。

全１９区に設立(重
複あり)

地域の自主防犯
組織数

防災交通課 ２９団体 ３１団体
〇引き続き、防犯教室や防犯ボランティア養成ア
カデミーの開催、物品の貸与などでソフト面の支
援を行う。

〇自主防犯団体との合同パトロールや団体へ防犯パト
ロール用物品の貸与を行い、活動の活性化を図った。

〇引き続き、防犯教室や防犯ボランティア養成アカデ
ミーの開催、物品の貸与などでソフト面の支援を行
う。

全１９区に設立(重
複あり)

【３】協働による地域の見守り支援体制の充実
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福祉まちづくり
協議会設置

再掲 ３地区 ５地区 再掲

災害時要援護者
数

防災交通課 １，０５１人 １，３７０人
〇引き続き地域の協力を得ながら災害時要援護者
を把握し、登録を推進する。

○区長、民生委員児童委員の協力を得ることができ
た。

〇引き続き地域の協力を得ながら災害時要援護者を把
握し、登録を推進する。

年約５０人増

高齢者世帯福祉
票登録世帯数

地域福祉課 ９１１世帯 １，１５０世帯
〇民生委員児童委員等を通じた啓発を、引き続き
行う。

〇８５３世帯
○民生委員児童委員等を通じた啓発を、引き続き行
う。

年約５０世帯増

民生委員児童委
員による赤ちゃ
ん訪問の割合

健康課 ９８．１％ １００％
〇引き続き訪問を実施し、要支援家庭を把握した
場合に早期に適切な支援を行っていく。

〇77.8%（R2.11月訪問分まで）
＊新型コロナウイルス感染症の影響で4～5月は訪問
できず。

〇引き続き訪問を実施し、要支援家庭を把握した場合
に早期に適切な支援を行っていく。

対象者全員

福祉事業者交流
会開催回数

地域福祉課、
社協

５回／年 ５回／年

○引き続き在宅医療・介護連携支援センターと連
携しながら、多職種による情報共有及び意見交換
の機会を設置する。
◎事業所への助成金については、引き続きPRを
し、周知に努めるとともに、より使いやすい助成
金を目指す。

〇生活支援体制の整備を進めるため、地域住民、
NPO、ボランティア等生活支援サービスの担い手との
情報共有・連携強化の場を継続実施。（移動支援に関
する動画配信１回、勉強会１回、地域支え合い発表会
１回）
〇医療と介護の意見交換会（１回）、薬剤師会との交
流会（１回）を開催した。
〇介護事業者を中心として、虐待防止への取り組みな
どの事例検討及び意見交換を行う「地域福祉をつなぐ
会」（１回）を開催した。

○オンライン開催等工夫しながら、引き続き地域包括
支援センターや生活支援コーディネーター、在宅医
療・介護連携支援センターと連携しながら、多職種に
よる情報共有及び意見交換の機会を設置する。

隔月

ボランティア・
市民活動に関す
る相談件数

市民協働課、
社協

２２４件／年 ２７４件／年

〇広報、にぎわいNEWS等による市民活動の周
知・啓発。相談支援等による団体活動支援の強
化。市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業の
充実。
〇にっしんわいわいフェスティバル実施による事
業の充実。
〇人材データベースを活用し、効率的なマッチン
グを行うとともに、ボランティア活動を希望する
方に合った情報提供を行う。にぎわい交流館との
情報共有を行い、一体的な支援体制の構築を目指
す。
◎引き続き、ボランティア人材データベースを活
用し、効率的なマッチングを行うとともに、ボラ
ンティア活動を希望する方に合った情報提供を行
う。にぎわい交流館との情報共有を行い、一体的
な支援体制の構築を目指す。

◎既存のボランティア活動や新たに活動をしてみたい
人材などの相談等を随時受付し、コロナ禍でなかなか
ボランティア活動できない状況の中、４０件
（R3.1.27現在）の相談があった。また、市民活動の
拠点であるにぎわい交流館と定期的に意見交換の場を
設け、市民がより活動をしやすくなるよう様々な面に
おける検討を行っている。
〇広報に市民活動啓発特集記事（８月号、３月号掲載
予定）を掲載し、にぎわいNEWSを作成し
（vol.20,21）地域回覧をして公共施設に設置した。
（令和３年１月現在）
〇市民活動団体による公募提案型事業において、庁内
から協働事業を募り、より必要性の高い事業の実施に
努めた。
〇にぎわい交流館としては、団体・市民の関心がある
地域課題をマッチングし、内容（プログラム）につい
ても趣向を凝らして実施した。また、団体の支援、団
体の会計に関する講座等、団体のニーズに応じた事業
の充実を図った。
〇にっしんわいわいフェスティバルにおいては、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中止となっ
たため、代替事業として団体のＰＲをおこない、ＳＤ
Ｇｓのテーマも網羅し、啓発周知を行った。

◎引き続き、ボランティア人材データベースを活用
し、効率的なマッチングを行うとともに、ボランティ
ア活動を希望する方に合った情報提供を行う。にぎわ
い交流館との情報共有を行い、一体的な支援体制の構
築を目指す。
広報に市民活動啓発特集記事を掲載。にぎわいNEWS
を作成し。地域回覧をして公共施設に設置。
〇市民活動団体による公募提案型事業において、庁内
から協働事業を募り、より必要性の高い事業の実施に
努める。
〇にぎわい交流館としては、団体・市民の関心がある
地域課題をマッチングし、内容（プログラム）につい
ても趣向を凝らして実施する。また、団体の支援、団
体の会計に関する講座等、団体のニーズに応じた事業
の充実を図る。
にっしんわいわいフェスティバルにおいては、ＳＤＧ
ｓをテーマに持続可能な方法で実施する。

年約１０件増

各種ボランティ
ア養成講座受講
者延人数

社協 ６６人／年 ７０人／年
◎引き続き、多くの市民のボランティア活動の
きっかけとなる養成講座を企画、開催していく。

◎令和２年度は新たに３つのイベントを実施し「防災
フェスタ」２３名「福祉事業所向け防災講演会」１１
名「定年後過ごし方講座」１６名の方が受講された。
既存の講座では、災害ボランティアコーディネーター
養成講座が１８名（R3.1.27現在）申込がある。
精神保健福祉V８名、精神保健福祉Vステップアップ
１０名、視覚に関する支援V６９名

◎引き続き、多くの市民のボランティア活動のきっか
けとなる養成講座を企画、開催していく。

年７０人養成

a
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資料１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和２年度実施方針
令和２年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和３年度実施方針 目標値根拠等

地域の人材情報
の集約

地域福祉課、
市民協働課、
生涯学習課、
社協

実施 実施

○市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、
にっしんわいわいフェスティバル事業、相談支援
事業を充実し、人材情報の集約を図る。関係機
関、特に、大学の教員、学生、企業の地域貢献担
当者等とも幅広く連携し、人材情報の集約を図
る。
○「生涯学習人材情報　まちかどネットワーク」
が有効に活用されるよう、周知方法等を検討。
◎引き続き、ボランティアの登録、にぎわい交流
館との情報共有を行っていく。

◎団体及び個人のボランティア登録をすすめた（１団
体、個人１名）。
◎にぎわい交流館との情報共有のため、毎月1回定例
会議を行い、関係４部署でイベントの内容や開催日等
が重ならないよう情報共有を図った。
○市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、にっし
んわいわいフェスティバル事業、にぎわい交流館登録
団体数等相談支援事業のあらゆる機会をとおして、人
材情報の把握。人材との連携づくりを行った。にぎわ
い交流館（市民活動支援センター）と社会福祉協議会
（ボランティアセンター）と日常的な交流を継続し、
人材情報の集約、共有、活用を行った。

◎引き続き、ボランティアの登録、にぎわい交流館と
の情報共有を行っていく。
〇市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、にっし
んわいわいフェスティバル事業、相談支援事業を充実
し、人材情報の集約を図る。関係機関、特に、大学の
教員、学生、企業の地域貢献担当者等とも幅広く連携
し、人材情報の集約を図る。

助成金等の情報
の集約

地域福祉課、
社協

実施 実施
◎より効率的に、情報提供できるよう、情報収集
に努める。

◎各助成制度の情報を収集・ファイリングし、個別相
談の際に活用した。

◎より効率的に、情報提供できるよう、情報収集に努
める。

空家バンク登録
件数

地域福祉課、
都市計画課、
社協

０件 ２５件

〇空家バンク登録物件のさらなる掘り起こしのた
め、ＤＭ、ＨＰ、広報等各種媒体を活用して、制
度周知に努める。

○市内の空家の利活用を図るため、引き続きＨＰや広
報等で空家バンク制度の周知に努めたが、令和２年１
月末現在、空家バンクの登録物件数は０件となってい
る。

〇空家バンク登録物件のさらなる掘り起こしのため、
ＨＰ、広報等の各種媒体を活用すると共に、効果的な
広報手法について研究する。

空家対策計画３２
件（令和７年度）

福祉有償運送実
施事業者数

地域福祉課、
社協

２事業者 ３事業者
〇昨年に引き続き長久手市と共同し、受講者定員
枠を増やして福祉有償運送ドライバー養成講習会
を開催する。

○長久手市との共催により、福祉有償運送ドライバー
認定講習会を開催した。（修了者２０人、うち日進市
９人）
○福祉有償運送運営協議会において、日進市における
福祉有償運送の現状や課題、２事業者の登録更新申請
に係る協議を行った。

〇引き続き長久手市と共同し、福祉有償運送ドライ
バー認定講習会を開催する。

a

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和２年度実施方針
令和２年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和３年度実施方針 目標値根拠等

つどいの場の開
設

地域福祉課、
社協

６５カ所 ９０カ所
◎つどいの場の運営者が相談できる場の創出、他
のつどいの場との交流ができる場の創出に努め
る。

◎つどいの場としてのいきいきサロンからほっとカ
フェに移行する初めての登録が１か所あった。
◎助成金交付：運営助成金１４団体、603,500円、
プレゼン助成金：100,000円）（R3.1.27現在）
◎コロナ禍における支援として、つどいの場代表者
（29団体58名）と共に啓発ポスターを作成し、配
布、集会所等への展示、取材対応等を行った。
◎消毒液や飛沫防止用アクリル板、体温計等を購入
し、希望するつどいの場に寄贈した。寄贈品について
は、共同募金配分金の活用と市内での購入に努め、地
域で募金が循環するよう配慮した。
●市民による「つどいの場」新規立ち上げや運営を支
援するため、運営団体へ事業内容に応じた補助金を交
付した。
〇市内７ケ所目となるぷらっとホームの開設に向け
て、運営団体との協議を行った。
（ぷらっとホーム６ケ所、ほっとカフェ２２ケ所、ふ
れあい・いきいきサロン１０ケ所、にっしん体操ス
ポット27ケ所、その他７ケ所）

◎コロナの感染状況に応じて、つどいの場の運営者が
相談できる場の創出、他のつどいの場との交流ができ
る場の創出に努める。

年約５カ所増

【４】地域福祉活動の継続支援に向けた情報の集約と支援体制の再編

【５】つどいの場の創設支援
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